
　市内に居住する３歳まで（申し込
み時）の桐生っ子を募集します。
申し込み ＝ Ｅメール （miryoku@
city.kiryu.lg.jp）にお子さんの氏名
（フリガナ）、生年月日、住所、保
護者氏名、電話番号を記入し、お子
さんの画像データを添付のうえ、魅
力発信課（☎内線505）へ。
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連載　「総合計画・総合戦略」を知る　第６回

　今号は、「５．都市基盤の整備」について紹介
します。
　ぜひ、内容を理解いただき、全市一丸となって
新たなまちづくりを進めていきましょう。

５．都市基盤の整備

　自然環境との調和や市民生活の利便性向上を踏
まえた都市設計により、本市の規模に適した効率
的・合理的な道路・交通体系、上下水道などの都
市基盤の整備を進め、持続可能な都市の形成を目
指します。また、快適で機能的なだけでなく、歴
史的なまち並みや水と緑に恵まれた豊かな環境を
生かし、本市ならではの魅力を感じることができ
るまちづくりの実現を目指します。
　この方向性の下、具体的な行政分野である９つ
の施策を展開します。

「桐生市第六次総合計画」施策の方向性（５）

おりひめバス

（１）土地利用と景観の形成
（２）歴史まちづくりの推進
（３）道路交通網の整備
（４）公共交通体系の充実
（５）住宅対策の推進
（６）公園・緑地の整備
（７）水道水の安定供給
（８）汚水・雨水の適正処理
（９）水と緑の保全
　各計画書は、市ホームページのほか、新里・黒
保根支所、各公民館でもご覧いただけます。
　次号は、「６．計画推進のために」について紹
介します。
問い合わせ＝企画課企画戦略担当（☎内線 524）

重要伝統的建造物群保存地区のまち並み
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